
平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日
受
領

答

弁

第

一

三

九

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
三
九
号

平
成
十
八
年
十
一
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
竹
島
へ
の
日
本
国
民
の
渡
航
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
竹
島
へ
の
日
本
国
民
の
渡
航
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
実
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

北
方
領
土
と
竹
島
に
つ
い
て
の
政
府
の
対
応
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
「
外
務
省
の
怠
慢
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
方
策
は
、
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。


